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(57)【要約】
【課題】静電気等から撮像素子を十分に保護することの
できる超音波内視鏡とこれを備える内視鏡装置を提供す
る。
【解決手段】超音波内視鏡１は、先端部１０Ａの内部に
設けられた撮像部４０と、超音波観測部８０と、を備え
る。撮像部４０は、レンズ鏡胴４１及びプリズム４７を
それぞれ支持する樹脂によって構成された筒状のプリズ
ム保持具４２と、プリズム保持具４２の外周面に当接し
周方向に沿って延びて形成され、且つ接地された環状の
導電性部材７０と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁材料によって構成された先端部を有し、被検体内に挿入される挿入部と、
　前記先端部の内部に設けられた撮像部と
　前記先端部の内部に設けられた超音波観測部と、を備え、
　前記撮像部は、前記先端部に設けられた観察窓からの入射光が入射される対物光学系と
、前記対物光学系からの出射光を前記対物光学系の光軸方向と交差する方向に曲げて出射
させるプリズムと、撮像面が前記プリズムの光出射面に対向する状態にて配置された撮像
素子と、前記観察窓と前記プリズムとの間に配置され、且つ前記対物光学系及び前記プリ
ズムを支持する絶縁材料によって構成された筒状の支持部材と、前記支持部材の外周面に
当接し周方向に沿って延びて形成され、且つ接地された導電性部材と、を有し、
　前記導電性部材は、前記光軸方向に見た状態において、前記支持部材の外周面のうち、
少なくとも、前記対物光学系の光軸よりも前記撮像素子側の部分に沿って延びて形成され
ている超音波内視鏡。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波内視鏡であって、
　前記導電性部材は、前記支持部材の外周面に沿った環状となっている超音波内視鏡。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の超音波内視鏡であって、
　前記導電性部材は、前記支持部材における前記光軸方向の中心位置よりも前記プリズム
側に配置されている超音波内視鏡。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載の超音波内視鏡と、
　前記超音波内視鏡が接続され且つ前記超音波内視鏡を制御する制御装置と、を備える内
視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波内視鏡及び内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１－３には、挿入部の先端部が非金属の材料によって構成された内視鏡が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２０６４１６号公報
【特許文献２】特開２０１５－０１６２４０号公報
【特許文献３】特開２０１３－１９８５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　撮像モジュールと超音波装置が挿入部の先端部の内部において近接して配置された超音
波内視鏡においては、超音波装置が導電体と接触するのを防ぐために、特許文献１に例示
されるように、先端部をゴム又は樹脂等の絶縁材料にて構成することが行われる。また、
撮像モジュールを構成する部材のうち、先端部の内部において超音波装置と接触し得る部
材についても、これを絶縁材料によって構成することが行われる。
【０００５】
　このように、先端部が絶縁材料によって構成されていると、撮像モジュールの先端部の
先端面から露出した部分に、被検体内から静電気が印加された場合に、この静電気が撮像
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モジュールの構成部材（例えばレンズ鏡胴）を経由して撮像モジュールの撮像素子まで到
達する可能性がある。
【０００６】
　特許文献１に記載の超音波内視鏡では、対物光学系に印加された静電気が撮像素子まで
到達する可能性があるが、これに対する対策は考慮されていない。
【０００７】
　特許文献２には、先端部が非金属によって構成され、対物レンズ及び撮像素子を支持す
る部材が金属によって構成された内視鏡が記載されている。この内視鏡は、対物レンズを
支持する部材に導電性ゴムが接触されていることで、撮像素子への静電気等の混入を防止
している。しかし、導電性ゴムが接触する部材が絶縁材料であった場合には、撮像素子へ
の静電気等の混入を十分に行うことができない。
【０００８】
　特許文献３には、先端部が非金属によって構成された内視鏡が記載されている。この内
視鏡は、撮像素子を内部に収容する筒状部材の外周と嵌合された導電性のシールド枠を有
し、このシールド枠によって撮像素子へのノイズの混入を防いでいる。しかし、このシー
ルド枠は、撮像素子を収容する筒状部材の大部分と、撮像素子と電気的に接続された電装
部及び信号線とを内部に収容するほど大きなものであり、超音波内視鏡に適用する場合に
は、超音波装置とシールド枠との接触を避けることが難しい。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、静電気等から撮像素子を十分に保護
することのできる超音波内視鏡とこれを備える内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の超音波内視鏡は、絶縁材料によって構成された先端部を有し、被検体内に挿入
される挿入部と、上記先端部の内部に設けられた撮像部と、上記先端部の内部に設けられ
た超音波観測部と、を備え、上記撮像部は、上記先端部に設けられた観察窓からの入射光
が入射される対物光学系と、上記対物光学系からの出射光を上記対物光学系の光軸方向と
交差する方向に曲げて出射させるプリズムと、撮像面が上記プリズムの光出射面に対向す
る状態にて配置された撮像素子と、上記観察窓と上記プリズムとの間に配置され、且つ上
記対物光学系及び上記プリズムを支持する絶縁材料によって構成された筒状の支持部材と
、上記支持部材の外周面に当接し周方向に沿って延びて形成され、且つ接地された導電性
部材と、を有し、上記導電性部材は、上記光軸方向に見た状態において、上記支持部材の
外周面のうち、少なくとも、上記対物光学系の光軸よりも上記撮像素子側の部分に沿って
延びて形成されているものである。
【００１１】
　本発明の内視鏡装置は、上記超音波内視鏡と、上記超音波内視鏡が接続され且つ上記超
音波内視鏡を制御する制御装置と、を備えるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、静電気等から撮像素子を十分に保護することのできる超音波内視鏡と
これを備える内視鏡装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の超音波内視鏡の一実施形態である超音波内視鏡１を含む超音波検査シス
テム１００の全体構成図である。
【図２】図１に示す超音波内視鏡１の挿入部１０の先端部１０Ａの内部構成を示す模式図
である。
【図３】図２に示す撮像部４０の光軸Ｋに沿った断面を示す模式図である。
【図４】図３に示す撮像部４０におけるレンズ鏡胴４１以外の部分を観察窓４０ｗ側から
光軸方向に見た正面図である。
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【図５】導電性部材７０の光軸方向から見た形状の第一の変形例を示す図であり、図４に
対応する図である。
【図６】導電性部材７０の光軸方向から見た形状の第二の変形例を示す図であり、図４に
対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の超音波内視鏡の一実施形態である超音波内視鏡１を含む超音波検査シ
ステム１００の全体構成図である。
【００１５】
　超音波検査システム１００は、被検体内の内視鏡画像及び超音波画像を撮影する超音波
内視鏡１と、超音波内視鏡１を制御して超音波画像を生成する超音波用プロセッサユニッ
ト２と、超音波内視鏡１を制御して内視鏡画像を生成する内視鏡用プロセッサユニット３
と、被検体内を照明する照明光を超音波内視鏡１に供給する光源装置４と、内視鏡画像又
は超音波画像を表示するモニタ５と、を備える。
【００１６】
　超音波用プロセッサユニット２と内視鏡用プロセッサユニット３は制御装置を構成する
。また、この制御装置と超音波内視鏡１とが内視鏡装置を構成する。
【００１７】
　超音波内視鏡１は、被検体内に挿入される管状の挿入部１０と、挿入部１０の基端に連
設された操作部１１と、操作部１１に基端が接続されたユニバーサルコード１２と、を備
える。
【００１８】
　ユニバーサルコード１２の先端には、超音波用プロセッサユニット２に接続されるコネ
クタ１２ａと、内視鏡用プロセッサユニット３に接続されるコネクタ１２ｂと、光源装置
４に接続されるコネクタ１２ｃと、が設けられている。超音波内視鏡１は、これらのコネ
クタ１２ａ，１２ｂ，１２ｃを介して超音波用プロセッサユニット２、内視鏡用プロセッ
サユニット３、及び光源装置４に着脱自在に接続される。
【００１９】
　超音波内視鏡１の挿入部１０は、先端側から順に、硬質部材で構成された先端部１０Ａ
と、先端部１０Ａの基端側に連設された湾曲部１０Ｂと、湾曲部１０Ｂの基端側と操作部
１１の先端側との間を連結し、細径且つ長尺の可撓性を有する軟性部１０Ｃと、から構成
される。
【００２０】
　操作部１１及び挿入部１０の内部には、鉗子等の処置具を挿入する鉗子チャンネル、送
気及び送水用のチャンネル、吸引用のチャンネル等の各種のチャンネルが設けられる。
【００２１】
　湾曲部１０Ｂは、操作部１１に設けられたアングルノブの回動操作により湾曲自在に構
成されている。この湾曲部１０Ｂは、超音波内視鏡１が使用される被検体の部位等に応じ
て、任意の方向及び任意の角度に湾曲でき、先端部１０Ａを所望の被観察部位に向けるこ
とができる。
【００２２】
　図２は、図１に示す超音波内視鏡１の挿入部１０の先端部１０Ａの内部構成を示す模式
図である。図３は、図２に示す撮像部４０の光軸Ｋに沿った断面を示す模式図である。図
４は、図３に示す撮像部４０におけるレンズ鏡胴４１以外の部分を観察窓４０ｗ側から光
軸方向に見た正面図である。
【００２３】
　先端部１０Ａは、ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル　（Ａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ）、
ブタジエン　（Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ）、スチレン　（Ｓｔｙｒｅｎｅ）共重合合成樹脂）
、繊維強化樹脂、又はＣＮＦ（セルロースナノファイバー）強化樹脂等の樹脂によって構
成されている。先端部１０Ａは、内視鏡に要求される耐熱性及び先端部に要求される硬度
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を持ち且つ導電性を持たない材料であればよく、樹脂以外の絶縁材料を用いることもでき
る。
【００２４】
　図２に示すように、先端部１０Ａの先端面Ｓａには、被観察部位からの光を取り込むた
めの観察窓４０ｗと、被観察部位に照明光を出射するための図示省略の照明窓とが形成さ
れている。先端部１０Ａの外周面Ｓｂには、超音波観測部８０が固定された観測窓８０ｗ
と、鉗子等の処置具を出し入れするための図示省略の鉗子口とが形成されている。
【００２５】
　図２に示すように、先端部１０Ａの内部には、撮像部４０と、撮像部４０と電気的に接
続された配線を収容する信号ケーブル４０ａと、超音波観測部８０と、超音波観測部８０
と電気的に接続された配線を収容する信号ケーブル８０ａと、が収容されている。
【００２６】
　超音波観測部８０は、超音波トランスデューサアレイと、これを駆動するための回路と
を備えている。超音波トランスデューサアレイは、多数の超音波振動子を先端部１０Ａの
外周面Ｓｂに沿った曲面形状に配列したものから構成される。この超音波トランスデュー
サアレイは、例えばコンベックス走査又はリニア走査等の方式にて走査される。
【００２７】
　超音波観測部８０には、超音波用プロセッサユニット２と電気的に接続するための複数
の配線を含む信号ケーブル８０ａが接続されている。
【００２８】
　超音波トランスデューサアレイに接続された信号ケーブル８０ａは、挿入部１０から操
作部１１まで延設され、ユニバーサルコード１２を介して超音波用プロセッサユニット２
に接続される。
【００２９】
　この信号ケーブル８０ａを介して、超音波用プロセッサユニット２からの駆動制御信号
が超音波トランスデューサアレイに入力される。この駆動制御信号が超音波トランスデュ
ーサアレイに入力されると、超音波トランスデューサアレイの電極に所定の電圧が印加さ
れる。そして、超音波トランスデューサアレイの圧電体が励振され、観測窓８０ｗを通し
て所定の観測範囲内に超音波が発せられる。
【００３０】
　超音波の照射後、観測範囲内からのエコー信号が超音波トランスデューサアレイで受信
される。この超音波の照射及びエコー信号の受信は、駆動する超音波トランスデューサを
ずらしながら繰り返し行われる。これにより、超音波観測範囲内に超音波が走査される。
超音波用プロセッサユニット２では、エコー信号を受信して超音波トランスデューサアレ
イから出力された検出信号を元に、超音波観測範囲内の超音波画像が生成される。生成さ
れた超音波画像は、モニタ５に表示される。
【００３１】
　図２及び図３に示すように、撮像部４０は、観察窓４０ｗに先端が固定された筒状のレ
ンズ鏡胴４１と、プリズム４７と、観察窓４０ｗとプリズム４７との間に配置された筒状
のプリズム保持具４２と、プリズム保持具４２の外周面に当接し且つ周方向に沿って延び
て形成された環状の導電性部材７０と、プリズム４７に固着された撮像素子５０と、撮像
素子５０が固着された回路基板６０と、を備える。
【００３２】
　図３に示すように、レンズ鏡胴４１は、観察窓４０ｗ側から順に配置された第一のレン
ズ４３及び第二のレンズ４６を含む対物光学系を内部にて支持している。対物光学系の構
成はこれに限らず、他の様々な構成を採用することができる。
【００３３】
　この対物光学系には、観察窓４０ｗからの入射光が入射される。この対物光学系の光軸
Ｋは挿入部１０の長手方向と平行になっている。
【００３４】
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　レンズ鏡胴４１は、樹脂（ＡＢＳ樹脂、繊維強化樹脂、又はＣＮＦ強化樹脂等）等の絶
縁材料によって構成されている。
【００３５】
　プリズム４７は、レンズ鏡胴４１内の対物光学系からの出射光を光軸Ｋの延びる光軸方
向と交差する方向に曲げて出射させる。具体的には、プリズム４７は、レンズ鏡胴４１内
の対物光学系からの出射光が入射され、且つこの対物光学系の出射面（図３に示す第二の
レンズ４６の出射面４６ａ）に対向する平面である光入射面４７ａと、光入射面４７ａに
入射した光を光軸Ｋに垂直な方向に反射させる平面である傾斜面４７ｃと、傾斜面４７ｃ
にて反射された光を出射する、光入射面４７ａに垂直な平面である光出射面４７ｂと、を
備える。
【００３６】
　プリズム保持具４２は、その中空部に、レンズ鏡胴４１が嵌合されている。つまり、対
物光学系を含むレンズ鏡胴４１はプリズム保持具４２によって支持されている。プリズム
４７の光入射面４７ａは、プリズム保持具４２の観察窓４０ｗ側と反対側の端面４２ｔの
開口４２ｋを塞ぐようにして、この端面４２ｔに、熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂等の接
着剤によって接着されている。この接着部分により、プリズム４７はプリズム保持具４２
によって支持されている。
【００３７】
　プリズム保持具４２は、ＡＢＳ樹脂、繊維強化樹脂、又はＣＮＦ強化樹脂等の樹脂によ
って構成されている。プリズム保持具４２は、内視鏡に要求される耐熱性及び硬度を持ち
且つ導電性を持たない材料であればよく、樹脂以外の絶縁材料を用いることもできる。プ
リズム保持具４２は、支持部材を構成する。
【００３８】
　なお、プリズム保持具４２によるプリズム４７の支持の方法は接着に限らず、例えばプ
リズム保持具４２にプリズム４７を嵌合する方法等を採用してもよい。
【００３９】
　また、レンズ鏡胴４１とプリズム保持具４２は別体ではなく、これらを一体的に形成し
た構成としてもよい。この場合には、観察窓４０ｗとプリズム４７の光入射面４７ａの間
に、対物光学系を支持し且つプリズム４７を支持する絶縁材料により構成された筒状の支
持部材が配置された構成となる。
【００４０】
　プリズム保持具４２の外周面に形成された導電性部材７０は、導電性ゴム又は金属等の
導電性を有する材料によって構成されており、図示省略のグランド配線によって接地され
ている。導電性部材７０は、プリズム保持具４２の外周面に、嵌合又は接着等の方法によ
って当接されている。
【００４１】
　図４に示すように、導電性部材７０は、光軸方向から見た形状が環状となっている。導
電性部材７０は、光軸方向から見て光軸Ｋよりも撮像素子５０側と反対側の部分（図中の
破線よりも上側の部分）の一部に面取り加工がなされている。この面取り加工によって形
成された平坦面７０ａには、図示省略のグランド配線の一端が接続されている。
【００４２】
　このグランド配線の他端は、例えば、回路基板６０に形成されている接地端子に接続さ
れる。または、このグランド配線の他端は、信号ケーブル４０ａに含まれるグランド配線
と接続される。
【００４３】
　導電性部材７０の光軸方向の位置は特に限定されるものではないが、図２の例では、導
電性部材７０はプリズム４７の近傍に配置されている。
【００４４】
　図３に示すように、撮像素子５０は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ）イメージセンサ又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｌｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘ
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ｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｔｏｒ）イメージセンサ等のセンサが形成されたセンサ部５
１を含む矩形板状の半導体基板５４と、半導体基板５４におけるセンサ部５１の撮像面５
１ａが形成された側の面において撮像面５１ａの周囲に形成された枠状部材からなるスペ
ーサ５２と、スペーサ５２の上に形成された撮像面５１ａに平行な平板状の透光性部材５
３と、を備える。
【００４５】
　撮像面５１ａと撮像素子５０の透光性部材５３の表面は平行であり、透光性部材５３の
表面とプリズム４７の光出射面４７ｂは平行になっている。透光性部材５３の表面とプリ
ズム４７の光出射面４７ｂは、例えば熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂等の接着剤によって
固着されている。このように、撮像素子５０は、撮像面５１ａがプリズム４７の光出射面
４７ｂに対向する状態にて、プリズム４７に固着されている。
【００４６】
　回路基板６０は、撮像素子５０に形成されている端子と電気的に接続された回路が形成
された基板である。回路基板６０と撮像素子５０は、例えば熱硬化性樹脂又は光硬化性樹
脂等の接着剤或いはハンダ等によって固着されている。
【００４７】
　回路基板６０に形成された回路には、センサ部５１を駆動する回路、センサ部５１から
出力される撮像信号を増幅するアンプ、撮像信号を伝送するための通信インタフェース用
の部品等が設けられている。
【００４８】
　図２に示すように、回路基板６０には、回路基板６０に形成された回路の端子と電気的
に接続された各種の配線を収容する信号ケーブル４０ａが固着されている。信号ケーブル
４０ａは、挿入部１０内を先端部１０Ａから操作部１１まで延設され、ユニバーサルコー
ド１２を介して内視鏡用プロセッサユニット３に接続されている。
【００４９】
　以上のように構成された超音波内視鏡１は、先端部１０Ａが樹脂等の絶縁材料によって
構成されているため、被検体内からの静電気が先端面Ｓａに印加されると、この静電気に
よって撮像部４０のレンズ鏡胴４１及びプリズム保持具４２が帯電される。
【００５０】
　しかし、プリズム保持具４２の外周面には導電性部材７０が固定されているため、レン
ズ鏡胴４１及びプリズム保持具４２に帯電された電荷は、この導電性部材７０を介してグ
ランドへと排出される。したがって、観察窓４０ｗを介して撮像部４０に静電気が印加さ
れた場合でも、この静電気が撮像素子５０に到達するのを防ぐことができ、撮像素子５０
の保護が可能になる。
【００５１】
　超音波内視鏡１では、超音波観測部８０が観察窓４０ｗよりも挿入部１０の基端側に位
置しているため、超音波観測部８０と撮像部４０とが近接する構成である。このため、レ
ンズ鏡胴４１とプリズム保持具４２を樹脂等の絶縁材料によって構成している。撮像部４
０に静電気が印加された場合、静電気による電荷が、樹脂製のレンズ鏡胴４１及びプリズ
ム保持具４２の外周面を伝って、プリズム保持具４２の外周面における撮像素子５０の近
傍部分にまで到達し、この近傍部分から空気中を飛んで撮像素子５０に伝わる可能性があ
る。
【００５２】
　この電荷の移動経路となり得るプリズム保持具４２の外周面に環状の導電性部材７０が
当接していることで、この電荷を導電性部材７０に誘導して、この電荷が撮像素子５０に
伝わるのを防ぐことができる。
【００５３】
　特に、導電性部材７０が撮像素子５０に近い位置にあると、レンズ鏡胴４１及びプリズ
ム保持具４２の外周面から放出されて撮像素子５０に向かう電荷を、撮像素子５０の手前
で、導電性部材７０によって効果的に捕集することができる。
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【００５４】
　したがって、導電性部材７０は、プリズム保持具４２の光軸方向の中心位置よりもプリ
ズム４７の光入射面４７ａ側の部分に固定されていることが好ましく、プリズム保持具４
２におけるプリズム４７の光入射面４７ａ側の端部又はその近傍に固定されていることが
より好ましい。
【００５５】
　導電性部材７０は、プリズム保持具４２の外周面に当接するものである。このため、特
許文献３に記載されているシールド枠と比較すると、導電性部材７０の大きさを十分に小
さくすることができる。先端部１０Ａ内には超音波観測部８０が設けられているため、導
電性部材７０を小さくできる構成は、超音波観測部８０の保護の観点から有効となる。
【００５６】
　図５は、導電性部材７０の光軸方向から見た形状の第一の変形例を示す図であり、図４
に対応する図である。図６は、導電性部材７０の光軸方向から見た形状の第二の変形例を
示す図であり、図４に対応する図である。
【００５７】
　図５に示す導電性部材７０は、図４に示す環状の導電性部材７０が半分に切断された略
Ｃ字形状となっている。具体的には、図５に示す導電性部材７０は、プリズム保持具４２
の外周面のうち、対物光学系の光軸Ｋよりも撮像素子５０側の部分（光軸Ｋを通り且つ撮
像面５１ａに平行な方向な図５中の破線よりも下側の部分）に沿って延びて形成されてい
る。
【００５８】
　図６に示す導電性部材７０は、図４に示す環状の導電性部材７０の一部が切断された略
Ｃ字形状となっている。具体的には、図６に示す導電性部材７０は、光軸方向に見た状態
において、プリズム保持具４２の外周面のうち、対物光学系の光軸Ｋよりも撮像素子５０
側の部分（図中の破線よりも下側の部分）と、対物光学系の光軸Ｋよりも撮像素子５０側
と反対側の部分の一部（図中の破線よりも上側の部分の一部）と、に沿って延びて形成さ
れている。
【００５９】
　図５及び図６に示す導電性部材７０の構成であっても、プリズム保持具４２の外周面の
うちの撮像素子５０に近い側の部分に導電性部材７０が当接しているため、この部分から
空気中を伝わって撮像素子５０に到達し得る電荷を効果的に捕集することができる。この
ように、導電性部材７０が環状以外の構成であっても、撮像素子５０を静電気から保護す
ることが可能である。なお、図４に示すように、導電性部材７０が環状である場合には、
撮像素子５０を静電気から保護する効果を最大化することができる。
【００６０】
　また、図５及び図６に示す導電性部材７０の構成によれば、超音波観測部８０の近くに
導電性部材７０の開放端が配置される。このため、超音波観測部８０と導電性部材７０と
の接触の可能性を減らすことができる。
【００６１】
　なお、図５及び図６に示す導電性部材７０を、光軸Ｋの周りに右又は左に例えば９０度
回転させた構成、又は、図５及び図６に示す導電性部材７０を光軸Ｋの周りに右又は左に
例えば１３５度回転させた構成とすることもできる。導電性部材７０は、光軸方向から見
た状態において、プリズム保持具４２の外周面の半分以上に当接していることで、静電気
を捕集する効果を十分に得ることができる。
【００６２】
　以上の説明では、レンズ鏡胴４１が絶縁材料によって構成されるものとした。しかし、
レンズ鏡胴４１は、超音波観測部８０から遠い位置に配置することができるため、例えば
金属によって構成されていてもよい。
【００６３】
　レンズ鏡胴４１が金属によって構成されている場合には、導電性部材７０を、図３に例
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示されているように、光軸方向においてレンズ鏡胴４１よりもプリズム４７側に配置する
ことで、撮像素子５０に静電気が印加されるのを効果的に防ぐことができる。
【００６４】
　本発明は、観察窓４０ｗが外周面Ｓｂに設けられ、対物光学系の光軸Ｋが挿入部１０の
長手方向と交差する構成の側視型の内視鏡においても適用可能である。
【００６５】
　以上のように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００６６】
　（１）
　絶縁材料によって構成された先端部を有し、被検体内に挿入される挿入部と、
　上記先端部の内部に設けられた撮像部と
　上記先端部の内部に設けられた超音波観測部と、を備え、
　上記撮像部は、上記先端部に設けられた観察窓からの入射光が入射される対物光学系と
、上記対物光学系からの出射光を上記対物光学系の光軸方向と交差する方向に曲げて出射
させるプリズムと、撮像面が上記プリズムの光出射面に対向する状態にて配置された撮像
素子と、上記観察窓と上記プリズムとの間に配置され、且つ上記対物光学系及び上記プリ
ズムを支持する絶縁材料によって構成された筒状の支持部材と、上記支持部材の外周面に
当接し周方向に沿って延びて形成され、且つ接地された導電性部材と、を有し、
　上記導電性部材は、上記光軸方向に見た状態において、上記支持部材の外周面のうち、
少なくとも、上記対物光学系の光軸よりも上記撮像素子側の部分に沿って延びて形成され
ている超音波内視鏡。
【００６７】
（２）
　（１）記載の超音波内視鏡であって、
　上記導電性部材は、上記支持部材の外周面に沿った環状となっている超音波内視鏡。
【００６８】
（３）
　（１）又は（２）記載の超音波内視鏡であって、
　上記導電性部材は、上記支持部材における上記光軸方向の中心位置よりも上記プリズム
側に配置されている超音波内視鏡。
【００６９】
（４）
　（１）～（３）のいずれか１つに記載の超音波内視鏡と、
　上記超音波内視鏡が接続され且つ上記超音波内視鏡を制御する制御装置と、を備える内
視鏡装置。
【符号の説明】
【００７０】
１００　超音波検査システム
１　超音波内視鏡
１０　挿入部
１０Ａ　先端部
１０Ｂ　湾曲部
１０Ｃ　軟性部
１１　操作部
１２　ユニバーサルコード
１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　コネクタ
２　超音波用プロセッサユニット
３　内視鏡用プロセッサユニット
４　光源装置
５　モニタ
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４０ｗ　観察窓
８０ｗ　観測窓
４０　撮像部
４１　レンズ鏡胴
４２　プリズム保持具
４３　第一のレンズ
４６　第二のレンズ
４６ａ　出射面
４７　プリズム
４７ａ　光入射面
４７ｂ　光出射面
４７ｃ　傾斜面
Ｋ　光軸
５０　撮像素子
５１　センサ部
５１ａ　撮像面
５２　スペーサ
５３　透光性部材
５４　半導体基板
６０　回路基板
４０ａ、８０ａ　信号ケーブル
７０　導電性部材
８０　超音波観測部
Ｓａ　先端面
Ｓｂ　外周面
７０ａ　平坦面
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